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詐欺メールの手口を知る詐欺メールの手口を知る２２
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　架空請求メールは、「情報料の請求」「有料動画の未納料金の請求」と
いった身に覚えのない架空の請求をし、払わないと訴訟するなど脅迫的
な内容で脅して、お金をだましとろうとする詐欺の手法の一つです。

利用した覚えのない架空請求メール

　悪質な業者は、法律用語や脅迫的
な内容で受信者を不安な気持ちにさ
せて、受信者があわてて連絡してく
るのを待っています。支払わなけれ
ば「自宅を調べて取り立てに行く」
と書かれているものもありますが、
多くの場合、相手はあなたのメール
アドレス以外知らずにランダムに不
特定多数へ請求メールを送っている
だけです。
　相手に連絡してしまうと、その他
の個人情報を聞き出される危険があ
ります。絶対に連絡しないようにし
ましょう。

●連絡しないで！相手はあなたのことを知りません

　少額ならば払ってしまおうと一度
でもお金を支払ったり、業者の要求
に支払いそうな様子を見せてしまっ
たりすると、だましやすい「カモ」
だと思われ、更なる請求が続くおそ
れがあります。「払えば終わり」には
なりませんので、決して支払っては
いけません。

●�「払えば終わり」ではありません！更なる請求が……

架空請求メ
ール架空請求メ
ール

こんなメールに
だまされるもんか！

����

  -----------------
○○情報サイトです。
コンテンツの利用登録後、退会処
理が行われておらず、延滞損害金
が発生しています。
このまま放置されますと、訴訟を
行う為の身辺調査(訴状を送付する
ための住所の調査、給与差押え手
続きのための勤務先の調査、代払
い依頼の為のご家族の連絡先の調
査等)に入らせていただくことにな
ります。
この通知を最終通告とし、放置さ
れますと、訴訟の手続きに入りま
すので、早急にご連絡お願い致し
ます。
【TEL】00-****-****4
【顧客担当】○○

件名：《最終通告》
00：00�� �
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メールの特徴
・ 「情報サイト」「総合コンテンツ料」などあやふやなサービス名の料金

を請求
・ 「すぐ」「至急」「最終」などの言葉で時間的に急がせる
・ 「料金を払わなければ取り立てにいく」「裁判を起こす」などと脅して

いる

対処法
  身に覚えのない請求は「詐欺」。メールに対応せず、無視をしましょう。
  架空請求メールが続いてわずらわしいときは、迷惑メールフィルター

を利用して受信拒否を設定しましょう。（詳しくは27～30ページ）
  架空請求メールの一部には、個人情報がどこかから漏れて、実際に名

前などが記載されているものもあります。トラブルが心配なときは最
寄りの消費生活センターに相談してください。

  もし支払いをしてしまったときは、二次被害をさけるためにも、必ず
消費生活センターや警察相談ダイヤル（＃9110）で相談してください。

相談窓口：
■消費者ホットライン188

電話番号：（局番なし）188（通話料有料）
お近くの消費生活相談窓口等につながります。
※接続先により受付時間が異なります。
※一部のIP電話などからはつながりません。

■警察相談ダイヤル
電話番号：＃9110（通話料有料）
受付時間： 平日８：30～17：15 

（各都道府県警察本部で異なります）
　　　　　 （土日・祝日及び時間外は、一部の県警を除き、当直ま

たは音声案内での対応となります）

消費者庁
消費者ホットライン
188キャラクター
イヤヤン
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